
令和７年度

千葉県医療機器等開発支援事業

公募説明会

千葉県商工労働部産業振興課 ライフサイエンス産業振興室

電 話 ：043-223-2778

E-mail ：sangyo-b@mz.pref.chiba.lg.jp



はじめに

質問は画面下のＱ＆Ａから（説明終了後、順番に回答します）

説明資料・質疑応答の内容は後日、県ホームページで公開予定

千葉県ホームページ

https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/kenkou/kobo/hojokin3.html



本日の内容

１ 公募の概要

２ 補助対象経費について

３ 応募書類について

４ オンラインによる申請について

５ 質疑応答



１ 公募の概要

補助対象事業

補助事業期間

交付決定の日から

令和８年（２０２５年）２月末日まで

補助対象者

主たる事業の実施地が千葉県内である中小企業者

令和７年度千葉県医療機器等開発支援補助事業 募集要領より

補助対象期間補助限度額補助率補助対象事業種類

２年以内
※交付決定は単年度

ごとに実施

1,000万円2/3以内製造販売業者等と連携した健康医療ものづくり製品
（医療機器及び医療・健康・福祉・介護関連の機器
等）の研究・製品開発

研究・製品
開発補助

１年以内100万円2/3以内健康医療ものづくり製品の臨床使用、性能評価、
薬事審査及び承認・認証

試験・承認
補助

製造販売業者等
・医療機器製造販売業者
・体外診断用医薬品製造販売業者（医薬品製造販売業者、

医薬部外品製造販売業者、化粧品製造販売業者）
・高度管理医療機器等の販売業者又は貸与業者
・管理医療機器の販売業者又は貸与業者
・福祉用具貸与事業者、特定福祉用具販売業者
・介護予防福祉用具貸与業者、特定介護予防福祉用具販売業者



補足１ 製造販売業者等との連携：研究・製品開発補助

当事業の要件

県内の中小企業者が製造販売業者等と連携して健康医療ものづくり製品の上市を

目的とした開発に取り組む事業であること

→開発する機器を販売できる資格を持った製造販売業者等との連携が必要

「医療機器」を開発する場合、「医療機器製造業」のみでは販売できないため

自社で製造販売業者の資格を保有している場合は連携不要



補足２ ２年目の申請：研究・製品開発補助

同じ内容で２年まで連続して申請可能

２年目の補助限度額は１年目の補助金交付決定額の同額以下かつ、

２年間の合計で1,000万円まで

例 ○：１年目６００万円、２年目４００万円

×：１年目３００万円、２年目７００万円（２年目は３００万円まで○）

経費は年度ごとに使用する必要あり

今年度の採択が次年度の補助を確約するものではない



応募期間・応募方法

応募期間

令和７年４月１日（火曜日）～令和７年４月１８日（金曜日）

午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日を除く）

応募方法・提出部数

・持参または郵送（郵送の場合は期間内必着）

正本１部、副本７部（副本は複写可） ※一部の書類は、別途電子データを提出

・オンラインによる申請（ちば電子申請サービスによる申請）

正本１部（電子データでの提出）

※電子メールのみの提出はオンラインによる申請とは認められないので注意



審査方法

受理した申請書を２段階に分けて選定

① １次審査：書類審査

② ２次審査：審査委員会によるプレゼンテーション形式の審査（対面）

２次審査：応募内容の説明に加え、審査委員からの質疑に回答

５月末・千葉県庁周辺で開催予定

以下の項目について審査を実施

業容審査・事業実施の妥当性（新規性、独創性、基礎研究の成果）・

市場性・地域性・将来性（事業化の実現見込み）・実施体制及び実施能力



全体スケジュール（予定）

応募開始令和７年４月 １日（火）午前９時

応募締め切り令和７年４月１８日（金）午後５時

１次審査（書類審査）令和７年４月下旬 ～ ５月上旬

書類審査結果通知令和７年５月上旬

２次審査（審査委員会）令和７年５月下旬

採択結果通知（交付決定）令和７年６月上旬

事業実施（令和７年１１月～１２月頃 中間検査を実施）交付決定日 ～ 令和８年２月末

実績報告・完了時検査令和８年３月上旬

補助金の交付令和８年３月 ～ ５月



２ 補助対象経費について

補助対象経費補助事業の区分

• 委託・外注加工費
• 専門家謝金・旅費
• 事務費
• その他知事が特に必要と認める経費

共通

• 原材料・消耗品費
• 機械装置・工具器具費
• 賃金（短期的なアルバイトに限る）
• 産業財産権等県連経費

研究・製品開発補助のみ

PMDA審査等による相談料及び医療機器承認審査に係る審査手数料試験・承認補助のみ



２ 補助対象経費について：全般

注意事項経費の区分

【委託費】
検査や市場調査を外部の機関に委託する際に支払われる経費
例）大学等へ支払う共同研究費、顧客ニーズ調査費、検査・実験・研究委託
※原則として、金額に関わらず相見積もりを徴すること（２社以上）

【外注加工費】
加工・設計及び検査等を外注する際に、当該外注先へ支払う経費
※仕様書や設計図等により、特注であることを明示する必要あり

委託・外注加工費

専門的知識・技術及び技能等を有したものに依頼し、研究開発等に係る試作、
改良、デザイン等の改善、求評や市場調査事業に関して、指導・相談等を受けた
場合の謝礼及びそれに付随して発生する旅費
※旅費は原則普通料金のみが補助対象。

マイレージ等ポイント還元は受領及び使用不可。

専門家謝金・旅費



２ 補助対象経費について：全般

注意事項経費の区分

【会議費】 会議等を開催する場合のお茶代

【会場借料】 会議等を開催する場合の会場費

【通信運搬費】 事業遂行に必要な郵送代・運送代

【印刷製本費】 会議の資料、報告書等の印刷費

【資料購入費】 業務遂行に必要な図書、参考文献、資料等の購入費
※購入した図書、参考文献、資料等は本事業で購入した旨が

確認できる状態で保管すること

事務費 ・会議費

・会場借料

・通信運搬費

・印刷製本費

・資料購入費

業務遂行に必要な業務に係る経費であり、上記経費区分に該当しない経費
※計上にあたっては、事前に千葉県産業振興課と協議が必要

その他知事が特に
必要と認める経費



２ 補助対象経費について：研究・製品開発補助のみ

注意事項経費の区分

・研究開発に直接使用する原材料、副材料の購入に要する費用
・研究開発のために必要な機械装置または自社で機械装置を製作する場合の

部品等（取得価格２０万円未満／件）
例）各種金属・樹脂材料、試作開発に要する試薬 等
※補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象外

原材料費・消耗品費

・研究開発のために必要な機械装置または自社で機械装置を製作する場合の
部品等の購入に要する経費（取得価格２０万円以上／件）

・機械装置の試作、改良、据付、リース及びレンタル、保守、修繕に要する経費
例）３Dプリンター、試作金型、クラウド利用費（他事業と共同するものを

除く） 等
※量産用及び開発目的以外の機械設備は対象外

機械装置・工具器具費



２ 補助対象経費について：研究・製品開発補助のみ

注意事項経費の区分

本補助事業により産み出されたまたは本補助事業の実施及び事業終了後の事業化
に必要となる特許権等（実用新案、意匠、商標を含む）の取得に要する経費
例）・弁理士費用（国内弁理士、外国現地代理人の事務手数料）

・外国の特許庁に納付する出願及び優先権主張手数料
・先行技術の調査に係る費用
・国際調査手数料

（調査、送付、追加、文献の翻訳及び写しの請求に係る手数料）
・国際予備審査手数料

（審査、取扱、追加、文献の翻訳及び写しの請求等に係る手数料）
※弁理士への成功謝金や日本の特許庁へ支払う費用（印紙代等）は対象外
※事業完了までに出願手続き及び費用の支払が完了しているもののみが対象

産業財産権等関連経費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために新たに雇い入れた者に支払われる
経費
※補助事業以外の業務にも従事している従業員については、補助事業と補助

事業以外の区別を明確にしてください。給与支払いも別にする必要があり。

賃金（短期的なアルバイ
トに限る）



２ 補助対象経費について：試験・承認補助のみ

注意事項経費の区分

ＰＭＤＡ審査等による相談料及び医療機器承認審査（認証）に係る審査手数料
※承認後に発生した経費、海外における審査手数料は補助対象外

PMDA審査等による相
談及び医療機器承認審査
に係る審査手数料



補助対象経費に関する注意事項

交付決定日前に発注、購入、契約、又は事業期間終了後に納品、検収等を実施

したものは原則補助対象外

補助対象の確認が可能で当補助事業の対象として明確に区分できるものに限る

一般的な市場価格または研究開発の内容に対して著しく高額な経費は対象外

補助対象経費全体の概ね２／３以上が委託費や外注加工費、専門家謝金に係る

費用で占められ、かつ補助事業の中で自社が果たす役割が不明確な申請は不可

機械器具等の購入、営利販売のための原材料仕入れ等を目的とした申請は不可

補助金で購入した機械装置や、製作した試作品を営利販売することはできない

消費税、銀行への振込手数料、日本の特許庁へ支払う手数料等は対象外



３ 応募書類について

1. 千葉県医療機器等開発支援補助金交付申請書（第１号様式）

補助事業計画書（別紙１）

補助事業内容説明書（別紙２）

補助事業内容補足資料 （様式自由、任意）

株主等一覧表（別紙３）

2. 誓約書（第２号様式）

3. 役員等名簿（第３号様式）

4. 会社の登記簿謄本（全部事項証明書）（令和７年１月１日以降発行のもの）

※個人事業主の場合は、開業届の写し（個人番号はマスキングしてください）

5. 会社の定款の写し又は規約（個人事業主の場合は不要）

6. 過去２年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）

※個人事業主の場合は、税務申告書（青色申告決算書：P1損益計算書、P2内訳、P4貸借対照表）

7. 製造販売業者等の資格を証する書類の写し【該当する場合】

8. 会社案内、製品等のパンフレット

応募書類

要
電子データ

※１と３については、持参又は郵送による申請の場合でも電子データが必要

要
電子データ



応募書類の様式の入手方法

千葉県ホームページからダウンロード

https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/kenkou/kobo/hojokin3.html



応募書類の記載方法

応募書類の作成の際は、必ず千葉県ホームページに掲載された記載例を確認

以下、記載方法がわかりにくい経費の部分を中心に説明

事業に係るすべての経費（税込）補助事業に要する経費

補助事業に要する経費から消費税等を除いたもの（税抜）補助対象経費

補助対象経費に２／３を乗じた金額から1,000円未満を切り捨てた金額補助金交付申請額



第１号様式（第５条関係） 

 

 年  月  日

 

千葉県知事        様 

                        

                         住  所 
   （法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）

 
              氏  名 

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

 

 

千葉県医療機器等開発支援補助金交付申請書 

 

     年度において、下記のとおり千葉県医療機器等開発事業を実施したい

ので、千葉県補助金等交付規則第３条の規定により、補助金の交付を申請します。

記 

１ 事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 (1) 補助事業に要する経費                              円 

 (2) 補助金交付申請額                 円 

 

２ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  別紙「補助事業計画書」のとおり 

 

３ 補助事業完了予定期日        年   月   日 

 

（添付書類） 

(1) 補助事業計画書（別紙１） 

(2) 補助事業内容説明書（別紙２） 

  (3) 補助金交付先企業等の株主等一覧表（別紙３） 

  (4) 補助金交付先企業等の誓約書（第２号様式） 

(5) 役員等名簿（第３号様式） 

 (6) その他知事が必要と認める書面 
 

別紙１ 
 
 補助事業計画書 

補 助 事 業 名  

事 業 の 種 類 
［いずれかに丸印］ 

１．研究・製品開発補助事業   
２．臨床試用、性能評価、薬事審査、承認補助事業 

申 請 者 

 

商号又は名称  

代 表 者  

所 在 地  電話  

主 担 当 者  電話  

法 人 格 有・無 [有の場合] 資本金等の出資金 円 

設 立 年 月     年  月 従業員、組合員又は会員数 名 

業 許 可 取 得

状況 
有・無 

［有の場合、名称、許可・登録年月日等を記載のこと。］ 

補助事業の実施

地 
［2 か所以上に分かれるときは、全て記載し、主たる実施地を明らかにすること。］ 

 
他からの協力者

又は指導者 
［製造販売業者、病院等協力者及び指導者を記載のこと。］ 

補助事業の内容 
（概要） 

［補助事業の概要について記載し、詳細は別紙２に記載のこと。］ 

他の補助等の 

実績/申請状況 

過去の実績  有・無 
［有の場合、名称、交付者、金額、交付年月日等を記載のこと。］ 

今年度申請  有・無 
［現在申請中又は申請予定の補助金等について記載のこと。］ 

補助事業の日程 

開始予定   年  月  日 ～ 完了予定   年  月  日 

(補助事業は交付決定以後に開始し、原則として交付決定年度の２月末日

までに完了させること（研究開発支援事業で複数年度にまたがる事業を除

く）) 

補助対象事業に

要する経費 
             円 

補 助 金 交 付  

申請額 
                  円 

 
 

注： 用紙は A4 とし、1 枚にまとめること。  
また、左は 15mm 以上空けること。  

同じ色の項目欄には
同じ金額が入る
※次のスライドを

含め４か所ずつ



 ロ 資金支出内訳 

経費区分  
（注５）  

種別  仕様 単位 数量  
単価

（円） 

補助事業
に要する

経費
（円） 
(注３) 

補助対象 
経費

（円） 
（注４） 

補助金交
付申請額 
（円） 

備考 

          
計         

          
計         

          
計         

          
計         

          
計         

          
計         

          
計         

合計      （注２）   （注１）   
（注１）「イ 資金調達内訳」の「補助金」は、「ロ  資金支出内訳」の「補助金交付申請額」

の合計と一致する（千円未満切り捨て）。また、「補助金」は各補助事業の上限額以内

で、かつ「補助対象経費」に補助率 3 分の 2 を乗じた金額以内とすること。  
（注２）「イ 資金調達内訳」の「補助事業費の総額」は、「ロ 資金支出内訳」の「補助事業

に要する経費」の合計額と一致する。  
（注３）「補助事業に要する経費」とは、補助事業を行うために必要な経費で、「数量」に「単

価」を乗じた金額で消費税を含む額。  
（注４）「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうち、補助対象となる経費のこ

とで消費税を控除した金額。  
（注５）経費区分は別表「補助対象経費区分(*)」により記入すること。  
    (*)補助対象経費区分中、「機械装置・工具器具費」については、購入、製造、改良、

据付、借用、保守又は修繕の別を備考欄に記入すること。また、機械装置及び工具

器具等を自家製造する場合は、木型、鋳物、鋼材等を「原材料・消耗品費」に計上

すること。 
「専門家謝金・旅費」については、種別に専門家の氏名と謝金・旅費の区分を記

入すること。また、仕様には主な旅行手段（電車・飛行機等）と出発地、目的地を

記入すること。  
「その他」については、特に知事が必要と認める経費のみが補助対象となる。  

 

   

 
 （９）補助事業の日程（補助対象期間を２年とする場合は、年度ごとに記載すること）  

実施項目 (4) (5) 6 7 8 9 10 11 12 1 2 (3) 

             
             

 
 
４ 補助事業予算明細票 
 

 イ 資金調達内訳 
区分  金額（円） 資金の調達先  

自己資金   
借入金    
補助金（注１）    
その他    
補助事業費の総額（注２）    

別紙２ 
 

補助事業内容説明書  
 

注： 用紙は A4 とし、枚数に制限はありません。 
なお、左は 15mm 以上空けること。 

同じ色の項目欄には
同じ金額が入る
※前のスライドを含め

４か所ずつ



1. 補助事業に要する経費の合計額
（税込）を算出
→補助事業に要する経費①

2. ①の金額から消費税等を除く
→補助対象経費②

3. ②の金額に2/3を乗じ、1,000円未
満を切り捨てる
→補助金交付申請額③
補助金交付申請額の上限

研究・製品開発補助：1,000万円
試験・承認補助 ：100万円

２１
補助金交付申請額は合計額の部分のみ記入

３



主たる事業の実施地は千葉県内

研究・製品開発補助の場合は
製造販売業者等との連携が必須
必ず記載

別紙１ 
 
 補助事業計画書  

補 助 事 業 名  

事 業 の 種 類 
［いずれかに丸印］ 

１．研究・製品開発補助事業   
２．臨床試用、性能評価、薬事審査、承認補助事業 

申 請 者 

 

商号又は名称  

代 表 者  

所 在 地  電話  

主 担 当 者  電話  

法 人 格 有・無 [有の場合] 資本金等の出資金 円 

設 立 年 月     年  月 従業員、組合員又は会員数 名 

業 許 可 取 得

状況 
有・無 

［有の場合、名称、許可・登録年月日等を記載のこと。］ 

補助事業の実施

地 
［2 か所以上に分かれるときは、全て記載し、主たる実施地を明らかにすること。］ 

 
他からの協力者

又は指導者 
［製造販売業者、病院等協力者及び指導者を記載のこと。］ 

補助事業の内容 
（概要） 

［補助事業の概要について記載し、詳細は別紙２に記載のこと。］ 

その他、申請書作成における注意事項



４ オンラインによる申請について

ちば電子申請サービス【千葉県】を使用したオンライン申請が可能

千葉県ホームページの掲載下記のURLまたはちば電子申請サービスの手続き

一覧から「令和７年度千葉県医療機器等開発支援補助事業」を検索

ちば電子申請サービス
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41649

様式は事前にダウンロードを行い、書類の準備をしてからお申込み

電子メールのみの提出ではオンライン申請とは認めらない



下
に
ス
ク
ロ
ー
ル



クリック



※申請は必ず４／１（月）午前９時以降に
行ってください



※実際の申請画面のサンプルです。
画面の指示に従い、入力・ファイル
の添付をお願いいたします。



オンライン申請時の注意事項

電子申請の場合も、誓約書

（第２号様式）には押印ま

たは署名が必要

記載後、印刷し、署名また

は押印を行ったものをPDFや

画像ファイルとして添付



オンライン申請時の注意事項

申込時に発行される「整理番号」及び「パスワード」は大切に保存

申込完了通知メールが届かない場合は、登録したメールアドレスが間違っている

可能性があり→担当課（千葉県産業振興課）までお問い合わせ

オンラインの場合も申請の締め切りは令和７年４月１８日（金）午後５時

システムエラー等で申請が遅れる場合は、必ず締め切り前に連絡

ファイルの数や容量によっては一度に全ての書類を添付できない場合あり

→担当課（千葉県産業振興課）までお問い合わせ



問い合わせ先

千葉県商工労働部産業振興課 ライフサイエンス産業振興室

電話：043-223-2778

email：sangyo-b@mz.pref.chiba.lg.jp


